
令和９年度から臨床研修を開始する研修医の募集定員について

令和９年度から臨床研修を開始する研修医の定員配分及び定員の算定方法について、

令和８年４月１０日（金）までに、地域医療対策協議会等の審議を踏まえ、九州厚生局あてに報告を行う

必要がある。

各病院の希望定員数の合計が県の定員上限（厚労省が設定）の範囲内であれば、各病院の希望定員数

どおりの定員とし、地域医療対策協議会で協議を行う。

各病院の希望数が上限を上回った場合は、地域医療対策協議会で配分先を検討・調整する。

【参考】医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（抜粋）

(2) 都道府県における病院ごとの募集定員の設定

都道府県知事は、(1)にて設定された上限の範囲内で、医師少数区域等における医師の数の状況、各病院の研修医の受入

実績、その他地域の実情等を勘案して、地域医療対策協議会の意見を踏まえ、病院ごとの定員の算定方法をあらかじめ

定め、当該募集定員を設定すること。

１月末 県から各臨床研修病院へ定員希望調査（２月２０日〆）

３月１７日 地域医療対策協議会にて、配分について協議、決定

４月１０日まで 九州厚生局へ定員配分及び定員の算定方法を報告

４月末まで 各病院あて募集定員の通知

１ 募集定員の設定について

２ 各病院の募集定員の配分の考え方

３ 決定までのスケジュール
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増減
R9R8R7R6R5

年度
（研修開始）

（＋１１）１１２１０１１１２１１７１１６国が設定する
募集定員上限（①）

（＋２）１１０１０８１０９１１０１１０
各病院の

希望募集定員（②）
※再照会後

（＋９）２▲７３７６余り
（①－②）

大分県における募集定員の設定について

○ 国が設定する募集定員上限：１１２人（前年度比＋１１）

○ 各臨床研修病院の希望募集定員：１１０人

⇒ 定員数上限に対して、２人 定員の余りあり

１ 令和９年度の状況

【参考】過去の募集定員上限の状況

○ 各病院の希望定員数の合計が県の定員上限の範囲内であるため、各病院の希望定員数に基づき配分したい。

【考え方】

・令和８年度の定員設定において、定員上限数の大幅な削減が行われたことを踏まえ、今回の配分調整にあたっては、

全ての定員を各病院へ配分する方針で調整を図ったところ。

・しかしながら、各病院においては研修の質を担保するため、適正な定員規模が必要であることから、無理な配分は

行わず、各病院の希望定員数どおりで配分することとしたい。

２ 令和９年度の配分方針（案）

（前年比）

定員上限１１２の内訳 ※( )は対前年比

① 基本となる数 ９２人（＋２）
→ 研修医総数推計値を人口分布等

で按分した数（研修医総数の増）

② 地域枠加算 １３人（＋１）
→ 該当学年人数の増

③ 地理的条件による加算 ８人（±０）

①＋②＋③ ＝１１２人〔仮上限〕（＋２）
※端数調整により▲１

④ 他県へ配分するために削る数 ０（＋９）
→ 令和８年度募集定員の配分において、

上限数を全て配分したため、削減調整がな
かったもの
（R7年度：４枠、R8年度：９枠）
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照会結果
（初回）

照会結果
（２回目）

国 立 病 院 機 構
別 府 医 療 セ ン タ ー 9 9 9 0 9 9 9 0 0

大 分 県 立 病 院
（ ※ 自 治 医 含 む ）

17 16 16 ▲ 1 17 19 19 +3 +2

大 分 大 学 医 学 部
附 属 病 院

44 44 38 ▲ 6 38 42 42 +4 ▲ 2

大 分 大 学 医 学 部
附 属 病 院 （ 小 ・ 産 ） 4 4 4 0 4 4 4 0 0

社 会 医 療 法 人 敬 和 会
大 分 岡 病 院

5 5 5 0 5 5 5 0 0

中 津 市 立
中 津 市 民 病 院 6 6 6 0 6 7 7 +1 +1

大 分 県 厚 生 連
鶴 見 病 院

4 4 4 0 4 4 4 0 0

大 分 中 村 病 院 4 4 4 0 4 4 4 0 0

国 立 病 院 機 構
大 分 医 療 セ ン タ ー

2 2 2 0 - - - ▲ 2 ▲ 2

大 分 赤 十 字 病 院 5 5 5 0 5 5 5 0 0

新 別 府 病 院 4 6 4 0 6 6 6 +2 +2

大 分 市 医 師 会 立
ア ル メ イ ダ 病 院

5 5 4 ▲ 1 5 5 5 +1 0

大分県　計 109 110 101 ▲ 8 103 110 110 +9 +1

大分県募集定員上限 112 101 101 112 112 112

9 2 2
※大分県立病院：基幹型１６人＋自治医３人

（参考）
令和７年度
からの増減

令和９年度
希望定員

令和９年度から研修を開始する研修医の募集定員（案）

定員余り

（参考）
前年度から
の増減

令和８年度
最終定員

令和８年度
希望定員

令和７年度
定員

病院名
（参考）

令和８年度
からの増減

令和９年度
定員
（案）
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+11

▲1
+13

▲1

+ 2

+ 8

+ 4

+ 3
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大分県92人

大分県 13人 大分県 8人

(7人)

(1人)

大分県 0人

大分県 0人

【大分県の定員上限】
　92人（①基本となる数）＋13人（②地域枠加算）＋8人（③地理的加算）
＝　112人（全体の端数調整により▲1）



省令施行通知（定員部分抜粋） 

医政発第０６１２００４号 

平成１５年６月１２日 

 （一部改正令和７年１０月２１日） 

  

各都道府県知事殿 

厚生労働省医政局長 

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について 

第２ 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準 

23 地域における研修医の募集定員の設定  

都道府県知事は、地域における臨床研修病院群の形成を促進し、地域医療を安定的

に確保するため、都道府県は、管轄する地域における各病院の研修医の募集定員につ

いて、厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範囲内で、以下の方法に

より設定を行うこと。 

 (1)募集定員の上限 

（略） 

(2) 都道府県における病院ごとの募集定員の設定 

都道府県知事は、(1)にて設定された上限の範囲内で、医師少数区域等における

医師の数の状況、各病院の研修医の受入実績、その他地域の実情等を勘案して、地

域医療対策協議会の意見を踏まえ、病院ごとの募集定員の算定方法をあらかじめ定

め、当該募集定員を設定すること。また、第三者による評価の受審状況、各病院の

妊娠・出産・育児に関する施設及び取組を勘案して当該募集定員を設定するよう努

めること。 

その際、(1)アの医師少数区域の人口によって加算された募集定員については、

医師少数区域の基幹型臨床研修病院等に配分することとし、また、前述の５の(1)

ア(ｶ)により小児科・産科研修プログラムを設けることとされている病院に対して

は、当該研修プログラムの募集定員分として、募集定員の上限から４を配分するこ

と。 

さらに、前述の５(1)ア(ｹ)により広域連携型プログラムを設けた病院に対して 

は、当該研修プログラムの募集定員分として、募集定員上限の５％以上（(1)に定

めるＥが適用される医師多数県にあっては、募集定員上限の５％に(1)に定めるＥ

により加算された募集定員数の１／２を加えた数をいう。以下同じ。）を配分する

こと。ただし、広域連携型プログラムのうち、医師多数県（自都道府県に限る。）

の医師少数区域（ただし、人口30 万人以上の二次医療圏は除く。）に所在する臨

床研修病院等において24 週以上の研修を行うプログラムを設けた病院に対して

は、募集定員上限の５％のうち２％を限度に配分することができること。 

省令施行通知（定員部分抜粋） 

また、前述の５(1)ア(ｸ)により基礎研究医プログラムを設けた病院に対し、当該 

プログラムの募集定員分として、国が定める都道府県ごとの募集定員枠から配分す

ること。 

24 募集定員の通知  

(1) 都道府県知事は、法第16条の３第３項の規定により臨床研修病院ごとの研

修医の定員を定めたときは、当該定員による臨床研修が行われる年度の前年度

の４月30日までに、その旨をそれぞれの臨床研修病院に通知しなければならな

いこと。  

(2) 都道府県知事は、臨床研修病院ごとの定員を定めるに当たっては、法第16

条の３第５項の規定により、あらかじめ厚生労働大臣に研修医の募集定員のほ

か、当該定員の算定方法を通知しなければならないこと。  

(3) 都道府県は、当該通知書を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送

付すること。 

25 臨床研修に関する地域医療対策協議会  

(1) 都道府県は、地域における研修医の確保、臨床研修の質の向上を図るた

め、地域医療対策協議会を開催し、関係者が協議する場とすること。  

(2) 地域医療対策協議会の構成員については、「地域医療対策協議会運営指針に

ついて」（平成30年７月25日付け医政発0725第15号厚生労働省医政局長通知）

を参照とすること。  

(3) 地域医療対策協議会は、以下の項目について協議、検討すること。  

ア 地域における臨床研修の質の向上に関すること。  

イ 地域における研修医の確保に関すること。  

ウ 地域における研修医の募集定員の設定に関すること。 

エ 地域における指導医の確保、養成に関すること。  

オ 地域における臨床研修病院群の形成に関すること。  

カ 臨床研修病院の指定や取消に関すること。  

キ 地域密着型臨床研修病院の認定に関すること。
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